
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

暴 力 団 被 害 無 料 電 話・来 所 相 談 会 

弁護士・警察・暴力追放推進センター 

の担当者が連携し、アドバイス致します。 

ひとりで悩まず、まずはご相談ください。 

□神奈川県警察本部暴力団対策課 

□公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター 

□神奈川県弁護士会 

主催 

《お問い合わせ先》 

神奈川県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター ０４５－２１１－７７０２ 

【電話相談】 

０４５ー６４１ー１８５１ 

（当日限り有効／電話最終受付午後５時３０分） 

【来所相談】 

神奈川県弁護士会館１階へお越しください。 

住所：横浜市中区日本大通９番地 

最終受付時間：午後５時００分 

2025 年 6 月 6 日 (金 )
午 前 10 時 〜 午 後 6 時  

開催日 

 
弁護士     警察   暴追センター 

トラブル相手が

暴力団かも⁉ 
振り込め詐欺の

被害を受けた！ 

マンションの 

１室が組事務所

として利用され

ている！？ 
みかじめ

料を請求

された！ 

違法な高金利で 

債権を取り立て

られている！ 

因縁をつけられ 

金 品 等 を 要 求 

されている！ 

 



 

 今回の「暴力団被害無料電話・来所相談会」はご都合がつかない

方でも，暴力団等からの被害にお困りの方は，下記連絡先にご相談

ください。 
 

 ■ 神奈川県警察本部暴力団対策課 
              （ナ ク ナ レ 要 求） 

    ０１２０－７９７０４９ 

    ０１２０－１１０－６７５ 
 
■ 公益財団法人 神奈川県暴力追放推進センター 

               （ヤ ク ザ ゼロ） 

    ０４５－２０１－８９３０ 

    ０４５－６６３－８９３０ 

 

  ■ 神奈川県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター 

   （運営：神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会） 

     ０４５－２１１－７７０２ 

《Ｑ 暴力団被害とはどのような被害のことですか？》 

Ａ 例えば・・・ 

① みかじめ料や用心棒代などの名目で金銭を請求され，対応に困っている。 

② 暴力団から借金返済名目で現金を要求されたうえ，暴行を受け怪我をした。 

③ 金銭問題やその他のトラブルの相手方に暴力団や暴力団と思われる人物が介入してくる。 

④ 近隣に暴力団事務所があって迷惑している。 

マンションの一部屋が暴力団事務所として利用されている。 
 

《Ｑ 暴力団なのかどうかわからない場合でも相談できますか？》 

Ａ もちろん相談できます。暴力団かどうかわからない場合でも相手方から不当な要求を受けている 

などありましたら，お気軽にご相談ください。 
 

《Q 『振り込め詐欺』についても相談できますか？》 

A もちろん相談できます。『振り込め詐欺』や『オレオレ詐欺』は特殊詐欺と呼ばれており、 

背後で暴力団が関与していることが多いのです。 
 

《Ｑ 相談員はどのような人なのですか？》 

Ａ 日頃から暴力団対策活動に携わっている警察官，暴力追放相談員，弁護士が相談に乗ります。 
 

《Ｑ 相談内容が外部に漏れることはないのですか？》 

Ａ 漏れることはありませんのでご安心ください。 

反社会的勢力排除の専門家があなたからの相談を待っています！ 


